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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グリセリンと、甘味有効量のキシリトールと、キシリトール及びグリセリンのいずれで
もない１種以上の糖アルコールとが溶解された溶解物を含み、
　水分量が流動性食品組成物に対し５質量％以下である、流動性食品組成物。
【請求項２】
　前記糖アルコールは、ソルビトール、マルチトール、及び還元パラチノースからなる群
より選ばれる１種以上を含む請求項１記載の流動性食品組成物。
【請求項３】
　キシリトールの前記甘味有効量は、前記流動性食品組成物に対し５質量％以上８０質量
％以下である請求項１又は２記載の流動性食品組成物。
【請求項４】
　グリセリンの配合量は、前記流動性食品組成物に対し５質量％以上８０質量％以下であ
る請求項１から３いずれか記載の流動性食品組成物。
【請求項５】
　グリセリンの配合量は、前記流動性食品組成物に対し１０質量％以上８０質量％以下で
ある請求項４記載の流動性食品組成物。
【請求項６】
　グリセリンの配合量は、前記流動性食品組成物に対し１０質量％以上５０質量％以下で
ある請求項５記載の流動性食品組成物。
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【請求項７】
　グリセリンの配合量は、前記流動性食品組成物に対し２０質量％以上５０質量％以下で
ある請求項６記載の流動性食品組成物。
【請求項８】
　キシリトールが実質的に結晶化していない請求項１から７いずれか記載の流動性食品組
成物。
【請求項９】
　キャンディ、チューインガム、及びチョコレートからなる群より選ばれる菓子のセンタ
ー組成物として用いられる請求項１から８いずれか記載の流動性食品組成物。
【請求項１０】
　エチルアルコールの配合量が、前記流動性食品組成物に対し１質量％未満である請求項
１から９いずれか記載の流動性食品組成物。
【請求項１１】
　請求項１から１０いずれか記載の流動性食品組成物からなるセンター組成物と、前記セ
ンター組成物の少なくとも一部を包囲するキャンディ、チューインガム、及びチョコレー
トからなる群より選ばれるシェル組成物と、を備える菓子。
【請求項１２】
　前記シェル組成物は、前記センター組成物を完全に包囲する請求項１１記載の菓子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流動性食品組成物及び菓子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、水分含量が少ないジャム、ペースト、シロップ、菓子のセンター組成物等の流動
性組成物では、甘味成分の主成分として砂糖が用いられてきた。しかし、近年の健康志向
の高まりから、砂糖に代わり、糖アルコールが使用され始めている。
【０００３】
　特許文献１には、キャンディのセンター組成物が、水飴や還元水飴と、ソルビトールや
マンニトールと、エチルアルコールやグリセリン等とを含むことが開示されている。特許
文献２には、チューインガムのセンター組成物が、ソルビトールとともにグリセリン等を
含むことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１８４２９９号公報
【特許文献２】特表２００９－５２７２５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方、甘味の強さ及び質の観点では、キシリトールが好ましいことは知られているが、
キシリトールは、特許文献１及び２で示される糖アルコールに比べて結晶性が高い。この
点、飲料やゼリー状食品のような水分を十分に含む食品においては、キシリトールを十分
に溶解することができるため、キシリトールの結晶化による流動性の損失という問題はな
い。
【０００６】
　一方、ジャム、ペースト、シロップ、菓子のセンター組成物等のような流動性組成物は
、常温下での長期間の品質安定性を要求されるため、菌の繁殖による腐敗などのリスクが
存在する。また、菓子のセンター組成物の場合、センター組成物から包含する菓子への水
分移行によって、菓子の品質を著しく損なわせるというリスクがある。そこで、ジャム、
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ペースト、シロップ、菓子のセンター組成物等のような流動性組成物を作製する場合、水
分を必要以上に加えないことが好ましい。
【０００７】
　しかし、水分含量が少ない場合、キシリトールを十分に溶解できないため、キシリトー
ルが結晶化し、本来の食品の特徴である流動性が損なわれ、キシリトールが含まれる組成
物の流動性を長期間に亘って維持することが難しい。従って、従来、ジャム、ペースト、
シロップ、菓子のセンター組成物等のような流動性組成物にキシリトールを用いる場合、
優れた甘味を得るために十分な量のキシリトールを配合することはできなかった。
【０００８】
　本発明は、以上の実情に鑑みてなされたものであり、優れた甘味を得るために十分な量
のキシリトールが配合されつつ、水分量が少なくても流動性を長期間に亘り維持すること
ができる流動性食品組成物、及びこのような流動性食品組成物を用いた菓子を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、キシリトールにグリセリンと他の糖アルコールとを組み合わせることで
、水分量が極めて少なくても、キシリトールの結晶化による固化を抑制し、流動性を担保
できることを見出し、本発明を完成するに至った。具体的に、本発明は以下のものを提供
する。
【００１０】
　（１）　グリセリンと、甘味有効量のキシリトールと、キシリトール及びグリセリンの
いずれでもない１種以上の糖アルコールと、を含む流動性食品組成物。
【００１１】
　（２）　前記糖アルコールは、ソルビトール、マルチトール、及び還元パラチノースか
らなる群より選ばれる１種以上を含む（１）記載の流動性食品組成物。
【００１２】
　（３）　キシリトールの前記甘味有効量は、前記流動性食品組成物に対し５質量％以上
８０質量％以下である（１）又は（２）記載の流動性食品組成物。
【００１３】
　（４）　グリセリンの配合量は、前記流動性食品組成物に対し５質量％以上８０質量％
以下である（１）から（３）いずれか記載の流動性食品組成物。
【００１４】
　（５）　グリセリンの配合量は、前記流動性食品組成物に対し１０質量％以上８０質量
％以下である（４）記載の流動性食品組成物。
【００１５】
　（６）　グリセリンの配合量は、前記流動性食品組成物に対し１０質量％以上５０質量
％以下である（５）記載の流動性食品組成物。
【００１６】
　（７）　グリセリンの配合量は、前記流動性食品組成物に対し２０質量％以上５０質量
％以下である（６）記載の流動性食品組成物。
【００１７】
　（８）　キシリトールが実質的に結晶化していない（１）から（７）いずれか記載の流
動性食品組成物。
【００１８】
　（９）　キャンディ、チューインガム、及びチョコレートからなる群より選ばれる菓子
のセンター組成物として用いられる（１）から（８）いずれか記載の流動性食品組成物。
【００１９】
　（１０）　水の配合量が、前記流動性食品組成物に対し１０質量％未満である（９）記
載の流動性食品組成物。
【００２０】
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　（１１）　水の配合量が、前記流動性食品組成物に対し５質量％以下である（１０）記
載の流動性食品組成物。
【００２１】
　（１２）　エチルアルコールの配合量が、前記流動性食品組成物に対し１質量％未満で
ある（１）から（１１）いずれか記載の流動性食品組成物。
【００２２】
　（１３）　（１）から（１２）いずれか記載の流動性食品組成物からなるセンター組成
物と、前記センター組成物の少なくとも一部を包囲するキャンディ、チューインガム、及
びチョコレートからなる群より選ばれるシェル組成物と、を備える菓子。
【００２３】
　（１４）　前記シェル組成物は、前記センター組成物を完全に包囲する（１３）記載の
菓子。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、甘味有効量のキシリトールを配合しても、キシリトールの結晶化をグ
リセリン及び他の糖アルコールが抑制するため、優れた甘味を得るために十分な量のキシ
リトールが配合されつつ、水分量が少なくても流動性が長期間に亘り維持される流動性食
品組成物、及びこのような流動性食品を用いた菓子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施例に係る流動性食品組成物における結晶の有無を示すグラフであ
る。
【図２】本発明の別の実施例に係る流動性食品組成物における結晶の有無を示すグラフで
ある。
【図３】比較例に係る物質における結晶の有無を示すグラフである。
【図４】別の比較例に係る組成物における結晶の有無を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態を説明するが、これに本発明が限定されるものではない。
【００２７】
　＜流動性食品組成物＞
　本発明に係る流動性食品組成物は、グリセリンと、甘味有効量のキシリトールと、キシ
リトール及びグリセリンのいずれでもない１種以上の糖アルコールと、を含む。キシリト
ールの結晶化をグリセリン及び他の糖アルコールが抑制するため、優れた甘味を得るため
に十分な量のキシリトールが配合されつつ、水分量が少なくても流動性が長期間に亘り維
持される流動性食品組成物、及びこのような流動性食品を用いた菓子を提供することがで
きる。
【００２８】
　本発明に係る流動性食品組成物は、流動性を有し食品として使用される限りにおいて、
特に限定されず、ジャム、ペースト、シロップ、菓子（特に限定されないが、キャンディ
、チューインガム、及びチョコレート等が挙げられる）のセンター組成物等であってよい
。しかし、飲料やゼリー状食品のような、水分を十分に含む食品においては、含まれる水
分によってキシリトールが完全に溶解し、キシリトールの結晶化による流動性の損失とい
う問題がないため、本発明に係る流動性食品組成物には包含されない。なお、本発明に係
る流動性食品組成物は、最終製品において流動性を有するものを指し、製造過程でのみ流
動性を有する最終製品、又は流動性を有する製造過程での中間体を包含しない。より具体
的に、本発明に係る流動性食品組成物は、室温（２５℃）において流動性を有するもので
ある。
【００２９】
　甘味有効量とは、流動性食品組成物が呈する甘味に影響を与えることができるキシリト
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ールの量を指し、その具体量は流動性食品組成物の種類や他成分に応じて適宜決定される
。一般的に、甘味有効量は、流動性食品組成物に対し５質量％以上であり、具体的には１
０質量％以上、２０質量％以上であってよく、流動性食品組成物に対し８０質量％以下で
あり、７０質量％以下、６０質量％以下であってよい。より具体的に、甘味有効量は、流
動性食品組成物に対し１０質量％以上８０質量％以下、１０質量％以上７０質量％以下、
１０質量％以上６０質量％以下、２０質量％以上８０質量％以下、２０質量％以上７０質
量％以下、２０質量％以上６０質量％以下、３０質量％以上８０質量％以下、３０質量％
以上７０質量％以下、３０質量％以上６０質量％以下である。なお、甘味有効量であるこ
とは、ある組成物と、キシリトールを含まないことを除き同組成の組成物とを、甘味の強
さ及び質の点で官能評価した際、その差が有意であること、又は有意であることが経験的
に明らかである（例えば、量が十分に大きいこと）ことにより決定する。
【００３０】
　キシリトールは、実質的に結晶化していないことが好ましい。本明細書において、キシ
リトールが実質的に結晶化していないことは、ＤＳＣ（示差走査熱量計）により、吸熱ピ
ークが確認されないことにより特定される。
【００３１】
　グリセリンの配合量は、キシリトールの結晶化が抑制される期間が所望の長さになるよ
う、キシリトール量及び他成分に応じて、適宜設定されてよい。グリセリンが過小である
と、キシリトールの結晶化が十分な期間に亘り抑制されにくい一方、過大であっても、経
済的でなく、また流動性食品組成物の官能性を損なうおそれがある。一般的に、グリセリ
ンの配合量は、流動性食品組成物に対し５質量％以上であることが好ましく、より好まし
くは１０質量％以上、１５質量％以上、２０質量％以上であり、８０質量％以下であるこ
とが好ましく、より好ましくは６０質量％以下、５０質量％以下、４０質量％以下である
。また、グリセリンの配合量は、キシリトールの配合量に対し、０．１０倍以上であるこ
とが好ましく、より好ましくは０．２０倍以上、０．３０倍以上、０．４０倍以上である
（いずれも質量比）。
【００３２】
　糖アルコールは、食品添加物として使用し得るものであれば、特に限定されず、ソルビ
トール、エリスリトール、マルチトール、還元パラチノース、ラクチトール、マンニトー
ル等の１種又は２種以上であってよい。中でも、糖アルコールは、グリセリンによるキシ
リトールの結晶化抑制を好ましく向上できる点で、ソルビトール、マルチトール、及び還
元パラチノースからなる群より選ばれる１種以上を含むことが好ましく、より好ましくは
ソルビトールを含み、最も好ましくはソルビトールとマルチトールとを含む。
【００３３】
　糖アルコールの配合量は、キシリトールの結晶化が抑制される期間が所望の長さになる
よう、キシリトール量、グリセリン量及び他成分に応じて、適宜設定されてよい。糖アル
コールが過小であると、キシリトールの結晶化抑制の向上が十分に得られにくい一方、過
大であっても、経済的でなく、またキシリトールの優れた甘味を損なうおそれがある。一
般的に、糖アルコールの配合量は、流動性食品組成物に対し５質量％以上であることが好
ましく、より好ましくは２０質量％以上であり、８０質量％以下であることが好ましく、
より好ましくは６０質量％以下である。
【００３４】
　流動性食品組成物は、前述のように、ジャム、ペースト、シロップ、キャンディやチュ
ーインガム等の菓子のセンター組成物等であってよい。グリセロールは組成物の粘性を軟
化することもできるため、用途に必要とされる組成物の粘性に応じ、グリセロールの量を
調節してもよい。例えば、ジャム及びペーストは、比較的高い粘性を有するため、グリセ
ロールの量は５～５０質量％程度であってよい。シロップは、低い粘性が求められるため
、グリセロールの量は３０～８０質量％であってよい。菓子のセンター組成物は、低～中
程度の粘性が求められるため、グリセロールの量は１０～５０質量％であってよい。
【００３５】
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　流動性食品組成物は、その用途に応じて、少量の水、エチルアルコールを更に含んでも
よい。
【００３６】
　水は、前述のようにキシリトールを溶解させるため、多量に含まれると、キシリトール
の結晶化という課題自体が存在せず、グリセリンを用いる前提がなくなる。このため、水
が配合されても、水の配合量は流動性食品組成物に対し５０質量％以下である。
【００３７】
　ただし、流動性食品組成物がキャンディ、チューインガム、及びチョコレートからなる
群より選ばれる菓子のセンター組成物である場合、流動性食品組成物中の水配合量は小さ
いことが好ましい。具体的に、流動性食品組成物中の水配合量は、流動性食品組成物に対
し１０質量％未満であることが好ましく、より好ましくは５質量％以下、５質量％未満、
３質量％以下である。流動性食品組成物が上記菓子のセンター組成物である場合、センタ
ー組成物を包囲する菓子組成物に水が移行し、菓子組成物に悪影響を与える。例えば菓子
がキャンディである場合、センター組成物から移行した水によりキャンディ組成物が溶解
し、センター組成物が漏出するおそれがある。また、センター組成物に接するキャンディ
組成物が水により結晶化し、白色化するため、外部からセンター組成物の状態（例えば、
色、形状）を確認しづらくなるおそれがある。
【００３８】
　エチルアルコールは、流動性食品組成物に流動性を与え得る一方、風味に悪影響を及ぼ
し得る。本発明に係る流動性食品組成物は、グリセリンにより十分な流動性が与えられて
いるため、エチルアルコールを含む必要はなく、含む場合でも少量で足りる。エチルアル
コールの配合量は流動性食品組成物に対し１質量％未満、具体的には０．９質量％以下で
あってよい。
【００３９】
　流動性食品組成物は、その用途に応じて、着色料、フレーバー、フルーツ系製品、甘味
料、治療薬等を更に含有してもよい。かかる成分は従来周知のものであってよく、具体例
は、国際公開ＷＯ２００８／０７９９２７号パンフレット（援用されて本明細書の一部を
なす）等に記載される通りである。具体的には、加温剤、冷却剤、刺激剤、フレーバー、
甘味料、酸味料、苦味料、塩味料、界面活性剤、呼気清涼剤、抗菌剤、抗歯石剤、抗歯垢
剤、フッ化物化合物、再石灰化剤、薬剤、微量栄養素、喉ケア剤、歯ホワイトニング剤、
エネルギー増強剤、集中力増強剤、食欲抑制剤、着色料、その他成分が挙げられ、菓子の
任意の部分又は領域に含まれていてよい。これらの成分は、所望の効果を得るのに充分な
量で使用されてよい。なお、いずれも従来周知の成分であるため、その詳細は省略する。
【００４０】
　水の配合量が小さい流動性食品組成物をキャンディのセンター組成物として用いた場合
、外部からセンター組成物の状態（例えば、色、形状）を確認しやすいという利点を活か
すべく、流動性食品組成物は着色料（特に、シェル組成物と異なる色を与える着色料）を
含むことが好ましい。
【００４１】
　以上の流動性食品組成物に含まれる成分の量は、食品添加物公定書記載の定量方法（液
体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）、ガスクロマトグラフィー（ＧＣ））によって測定す
る。
【００４２】
　流動性食品組成物は、従来周知の方法で製造することができる。例えば、キシリトール
、グリセリン、及び糖アルコールを釜内で溶解し、煮詰める。その後、煮詰められた組成
物を冷却し、必要に応じ任意成分を加えて、流動性食品組成物を得る。
【００４３】
　＜菓子＞
　本発明は、前述の流動性食品組成物からなるセンター組成物と、このセンター組成物の
少なくとも一部を包囲するキャンディ、チューインガム、及びチョコレートからなる群よ



(7) JP 5956428 B2 2016.7.27

10

20

30

40

り選ばれるシェル組成物と、を備える菓子も包含する。センター組成物は、長期間に亘り
流動性が維持されており、シェル組成物の一部又は全部が消費されると口腔内に広がり、
新鮮な感覚を消費者に与える。しかも、センター組成物は甘味有効量のキシリトールを含
むため、菓子に求められる優れた甘味を十分に消費者へ与えることもできる。
【００４４】
　シェル組成物は、特に限定されず、キャンディ組成物（ハードキャンディ、ソフトキャ
ンディ、グミキャンディ、マシュマロ等）、チューインガム組成物、チョコレート等であ
ってよい。シェル組成物は、シュガーフリーでも、シュガーを含んでもよい。センター組
成物に対するシェル組成物の量比は、０．２５以上３３．３以下（質量比）であってよく
、より好ましくは０．６７以上９．０以下である。なお、シェル組成物自体は、従来周知
の成分で構成されてよいため、詳細は省略する。
【００４５】
　シェル組成物はセンター組成物の少なくとも一部を包囲すればよいが、流動性に優れる
シェル組成物の漏出を抑制する観点で、完全に包囲することが好ましい。
【００４６】
　センター組成物中の水配合量が小さい場合、移行した水によるキャンディ組成物の溶解
も少ない。このため、キャンディは、いわゆるデポジット法（例えば、ＷＯ２０１１／０
１０７２３号パンフレット）のみならず、シェル組成物に薄肉部分が形成されやすい、い
わゆるスタンピング法（例えば、特開２００４－３０５０７８号公報）によっても、好適
に製造することができる。チューインガム及びチョコレートの製造方法も、従来周知の方
法から適宜選択されてよい（例えば、特表２００９－５２７２５６号公報、特開平４－１
９０７４２号公報参照）。
【００４７】
　また、センター組成物中の水配合量が小さい場合、シェル組成物中の糖アルコールの結
晶化も生じにくい。このため、シェル（例えばキャンディ）組成物に、結晶化しやすい還
元パラチノース、水分を吸収しやすいマルチトールを始め、種々の糖アルコールを配合し
、これにより菓子の品質を更に向上することもできる。それにもかかわらず、センター組
成物の状態を外部から確認しやすいため、キャンディは視覚的に新鮮な感覚を消費者に与
えることもできる。視覚的に新鮮な感覚を最大化する観点からは、キャンディに占めるセ
ンター組成物が大きかったり、及び／又は、複数存在したりすることが好ましく、それを
実現するために、前述のデポジット法でキャンディを製造することが好ましい。また、セ
ンター組成物の色と、シェル組成物の色とが異なるように、センター組成物及びシェル組
成物の着色料を選択する、具体的には着色料の種類又は量を異ならせることも好ましい。
【実施例】
【００４８】
　＜実施例１＞
　キシリトール、グリセリン、及びそれらのいずれでもない糖アルコールを、表１に示す
比率で釜内に添加し、これらを加熱して溶解させ、水分量が表１に示す量になるまで煮詰
めた。その後、冷却することで、流動性食品組成物を調製した。
【００４９】
　流動性食品組成物をバイアル瓶におき、蓋をした。これを２０℃、６６％ＲＨの条件下
に１３ヶ月間に亘り静置し、その間、定期的に結晶化の有無を目視で確認した。この結果
を表１に示す。
【００５０】
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【表１】

【００５１】
　表１に示されるように、流動性食品組成物がグリセリン及び他の糖アルコールを含むこ
とで、３０質量％を超える多量のキシリトールが含まれ、かつ水分量が小さくても、キシ
リトールの結晶化及びそれによる固化を長期間に亘って抑制できることが分かった。また
、グリセリンの配合量を増減することで、キシリトールの結晶化による固化を抑制可能な
期間を調節できることも分かった。
【００５２】
　＜実施例２＞
　還元パラチノースと還元水飴とを固形分比９：１、水分１．０質量％になるよう混合し
、混合物を加熱して溶解した。ここに、クエン酸０．８質量％、香料０．４質量％、アセ
スルファムカリウム０．０５質量％を添加し、混合することで、ハードキャンディ組成物
の溶融体を調製した。配合量は表２に示す通りである。
【００５３】

【表２】

【００５４】
　キシリトール、グリセリン、糖アルコール及び水配合量を表３に示す通りとした点を除
き、実施例１と同様の手順で流動性食品組成物の生地を調製した。そこに、香料０．８質
量％、ベニバナ黄色素０．２質量％を添加・混合することで、センター用流動性食品組成
物を調製した。
【００５５】
　調製したハードキャンディ組成物がシェルに、各々の流動性食品組成物がセンターにな
るように、前述のスタンピング法により、キャンディを製造した。なお、シェル組成物と
、センター組成物の量は、９０：１０（質量比）であった。各々のキャンディについて、
実施例１と同様の条件におき、センター組成物の結晶化（センター組成物を取り出すこと
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で確認）、シェル組成物の白色化の有無を観察した。この結果を表３に示す。
【００５６】
【表３】

【００５７】
　表３に示されるように、流動性食品組成物がグリセリンを含むことで、キシリトールの
結晶化による固化が９ヶ月以上に亘って抑制された。また、グリセリンの配合量を２０質
量％以上にすることで、より長期間に亘ってキシリトールの結晶化による固化が抑制され
た。
【００５８】
　流動性食品組成物中の水分量が１０質量％であると、シェル組成物が短期間で白色化し
、センター組成物の状態が確認できなかったが、水分量が１０質量％未満であると、シェ
ル組成物の白色化は遅延され、５質量％未満であると、シェル組成物の白色化はなく、そ
れぞれセンター組成物の状態が良好に確認できた。
【００５９】
　＜実施例３＞
　キシリトール、ソルビトール、マルチトール、グリセリンを、表４（実施例３－１）及
び５（実施例３－２）に示す比率で釜内に添加し、これらを加熱して溶解させた。これを
７０℃まで冷却後、香料、レシチン、色素、及び高甘味度甘味料、水を添加し、流動性食
品組成物を調製した。
【００６０】
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【表４】

【００６１】
【表５】

【００６２】
　比較として、未処理のキシリトール粉末（比較例１）、又はキシリトールを完全に加熱
融解し、８０℃まで冷却した後、水を加え、撹拌しながら結晶を発生させて得られる組成
物（比較例２）を準備した。
【００６３】
　実施例１と同様の条件で、実施例３－１の試料は４ヶ月間、実施例３－２の試料は１６
ヶ月間、比較例２の試料は２週間静置した。その後、実施例３－１、３－２と、比較例１
，２の試料とについて、ＤＳＣ（示差走査熱量計）を用いて、結晶の有無を確認した。こ
の結果を図１～４に示す。
【００６４】
　なお、ＤＳＣ分析の条件は以下の通りである。
　　試料量　　：３ｍｇ
　　参照　　　：アルミナ３ｍｇ
　　パン　　　：アルミニウムシールパン
　　ガス　　　：窒素３０ｍＬ／分
　　昇温速度　：５℃／分（室温から１２０℃まで）
【００６５】
　図３では、キシリトールの融点近傍である９０～１００℃の間に、結晶キシリトールの
融解による吸熱のピークが確認され、図４では、結晶キシリトールの溶解により、８０℃
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程度まで吸熱が徐々に高まり、８０℃強において吸熱のピークが確認された。これに対し
、図１及び２では吸熱が見られず、実施例に係る流動性組成物が結晶を含まないことが分
かった。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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